
大阪市障がい者支援計画（令和６年度～８年度）の進捗報告について

大阪市福祉局障がい者施策部

・入所施設からの地域移行について

・就労支援の充実について

資料3ー２

・関係機関等との連携による施策の推進について



障がい福祉サービス等の質の確保について（案）

○ 本市の障がい者自立支援給付費等は、障がい者の増加や介護者の高齢化等を背景として、年々増加している。

○ 事業所数の増加により、支援の必要な人が障がい福祉サービスを利用しやすい環境が整う一方で、「障がい福祉サービス等の質の確保・向上」とともに、

「給付の適正化」を図る必要があるため、次のとおり取組を推進する。

１ 障がい福祉サービス等に係る質の確保・向上に関する検討調査

• 民間事業者への業務委託のもと、国や本市データを活用した実態把握や分析等を行い、その内容を基に令和８年度内にアクションプランを策定する。

• 外部有識者で構成する「支給決定のあり方検討会議」を開催し、本市の障がい福祉サービスの支給決定等のあり方を含めた検討を実施する。

２ 事業所指定・運営指導体制の強化

• 事業所の指定等業務の業務委託範囲を拡大するとともに、中小企業診断士等の専門職を新たに配置し、事業所の指導体制を強化する。

３ 就労継続支援B型における総量規制の導入

• 就労継続支援B型事業所における適切な量の維持とサービスの質の確保を目的として、障害者総合支援法に基づく総量規制を実施する。

実施期間

新規指定分：令和８年８月１日～令和９年７月１日

（利用定員追加分：令和８年７月１日～令和９年６月１日）

※ 総量規制の解除については、単年ごとに検証

実施区域 大阪市全域で実施

実施理由
• 本市の障がい福祉計画において定める必要な見込量に対して、供給量が大幅に超えている状況（1.5倍程度）

• 一部の事業所では制度の趣旨に沿わないような運営や生産活動が行われている等の苦情が寄せられている

スケジュール 令和８年３月下旬から市ホームページ等で事業所向けに周知

※ １～３の取組は案であり、今後変更する場合がある。

計画の必要な見込量

＜

供給量（R7.12定員数）

R7：279,997日／月
R8：334,047日／月

519,087日／月
（1,079事業所）
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地域で生活できる環境づくり

●グループホームの整備

●地域生活支援拠点等の拡充

・地域における入所施設の役割や機能の検討

入所定員に関する検討

●地域移行に関する理解促進の取組

障がい者支援施設への働きかけ

長期入所者への働きかけ
●地域生活のイメージづくり

●ピアサポート、経験者の声

●家族への啓発

強度行動障がいへの対応

●実態調査の実施を踏まえた検討（大阪府と連携、R8予定）

●事業者の対応力向上

「施設入所者地域生活移行促進事業」

「強度行動障がい者のグループホーム移行促進事業」

「集中的支援体制および地域の事業者における支援ネットワークの構築」

施

設

地

域

指導的立場の事業者の確立

地域の事業者間の連携強化（自立支援協議会の活用）

自立支援
協議会

入所施設からの地域移行の促進に向けた取組について

２

●施設待機状況の把握・分析

●療育手帳交付申請（取得・更新）時に
支援につなぐ仕組みの充実

「親なき後への支援」 につなげる取組本
人
・
家
族

●行政と施設の協働による「施設が担う機能等」の整理

地域で暮らすため
の受け皿づくり 地域生活への移行を支援する仕組みづくり

施設入所者の地域生活への移行に向けた働きかけ



障がい者支援施設は、今後いっそう障がいのある人やその家族の地域生活を支える社会資源のひとつとして機能することが求められる

→障がい者支援施設が地域において担う役割や機能について、行政と施設がともに考えることが重要

障がい者支援施設が集まり話し合う場を大阪市障害児・者施設連絡協議会に設置（2/20 第１回会議開催）

・大阪市管轄の障がい者支援施設が集まり、施設における取組等について意見交換や情報共有等を行い、地域の社会資源として果たす役割等について話し合う

・会議には行政も参画し、入所施設の現状について把握するとともに、障がいのある人が安心して地域生活を続けるために必要な施策等について検討する

心身障がい者リハビリテーションセンター相談課“はーとふる”ぷらざでの取組

区保健福祉センター面接時における支援が必要な事例の発見

◎面接時に押さえるべきポイント

地域や支援者とのつながり ・・・ 引きこもりなど、長年、家族以外とのつながりがない（孤独、孤立状態）

収入状況 ・・・ 経済的に困窮しているにも関わらず、年金の申請などの手続きができていない

家族等の動く力 ・・・ 家族等が精神的・体力的に支援が必要な状況など、現時点もしくは将来的に「8050問題」状態が懸念される

◎区保健福祉センター職員の気づきの感度向上、技術力向上

実践的な研修等を通して

・ 事務的に療育手帳を交付するだけではなく、本人等が抱える困りごとやその背景に関する気づきを得るよう意識づけ

・ 適切な支援につなげるための助言スキルの向上

・ 他区の担当者との意見交換、情報共有等

知的障がい者更生相談所における専門機関としての 「つなぎ」 機能の発揮

区保健福祉センターが作成する相談記録の情報や判定結果、本人等との面談をふまえ、外部機関による

支援が必要と判断した場合、支援者及び家族への連絡を行ったり、必要に応じて本人等に同行し、障がい者

   基幹相談支援センター等の支援機関へ情報連携及び対応依頼を行う

行政および地域の中核的な支援機関（障がい者基幹相談支援センター）との連携強化

知的障がい者更生相談所や区保健福祉センターが、障がい者基幹相談支援センターと相互理解を深め、日頃から相談・協力し合える関係性の構築

療 育 手 帳 交 付 申 請 （ 取 得 ・ 更 新 ） 時 に 支 援 に つ な ぐ 仕 組 み の 充 実

実施日 実施内容

5/13
障がい者福祉担当職員新任研修
「ケースワークについて」ほか

6/27
障がい者基幹相談支援センター連絡会
「リハセンと基幹Ｃとの連携を深めるために」

11/27
第１回 障がい者福祉（知的）担当職員研修
「基幹Ｃとの連携について」
「療育手帳面接のポイントについて」

3/2
第２回 障がい者福祉（知的）担当職員研修
「相談記録（改訂版）の活用方法について」ほか

【令和７年度 実施状況】

３

行 政 と 施 設 の 協 働 に よ る 「 施 設 が 担 う 機 能 等 」 の 整 理



区役所・危機管理室・福祉局

関係機関等との連携による施策の推進について

災害時に備えた取組に関する連携強化 庁内連携

個別避難計画策定推進チーム会議の取組として実施し、令和７年11月に市内の対象事業者へ配布（約8,000事業所）

【障がい】 訪問系事業所（居宅介護・重度訪問介護など）、相談支援事業所*    *障がい者基幹相談支援センター含む
【高 齢】 訪問系事業所（訪問介護・訪問看護など）、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所（地域包括支援センター）

引き続き
区役所における取組の推進
に向けて
関係部局と連携していく

対象事業者

「個別避難計画策定推進チーム会議」

・各区における個別避難計画作成の推進に向けて、各区の取組状況の共有や支援ツールの提供などを行う会議

・令和３年度より区長会に設置され、区役所*・危機管理室・福祉局が参画 *令和７年度は、浪速区・住吉区・西淀川区・城東区

庁内連携 総務局・福祉局障がいのある人の就労機会の拡大に向けた取組

「ワークステーション」の設置

【今後のスケジュール（想定）】

令和８年夏頃 採用選考の実施

令和８年秋頃 採用・ワークステーション開設（大阪市役所本庁舎内を予定）

障がいのある方を大阪市の会計年度任用職員として雇用し、専門支援員の指導のもとで、各所属から依頼を受けた事務補助業務（文書折り・封入などの作業、データ入力等）の
集中処理を行う職場として「ワークステーション」を新たに設置し、本市における障がい者雇用の促進につなげる。

◆ 期待される効果

・市役所（市長部局）における障がい者雇用率の向上【＝法定雇用率(3％)の達成】
※市長部局における障がい者雇用率 2.8％（令和７年６月１日時点）

・各所属における事務作業の負担軽減、効率化

・障がいのある方が、フルタイム以外の多様な働き方を選択可能

【採用人数】

全体で１０～２０名程度を採用予定

※特定の障がいに限定せず、身体障がい、精神障がい、知的障がいのある方の受験を可能とする。
※試験内容については検討中。

4

福祉サービス事業所におけるBCP（業務継続計画）の取組と、各区における個別避難計画作成の取組との連携強化に向け、啓発チラシ（別紙）を作成



別紙
お
も
て

う
ら

*高齢分野についても
同じ内容で作成

介護事業者向けチラシ５
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